
11 10

広報さやま 2019.9月号　　■市役所☎04-2953-1111(代表） 04-2954-6262　開庁時間 平日の8時30分～17時15分

情
報
ガ
イ
ド

市　

政

募　

集

暮
ら
す

学
ぶ
・
楽
し
む

官
公
庁
な
ど

市
民
の
イ
ベ
ン
ト

情
報
ガ
イ
ド

市　

政

募　

集

暮
ら
す

学
ぶ
・
楽
し
む

官
公
庁
な
ど

市
民
の
イ
ベ
ン
ト

市
税
な
ど
の
休
日
納
税
相
談

　

平
日
の
納
付
や
来
庁
が
困
難
な
方

は
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。な
お
、納

税
相
談
は
事
前
の
予
約
が
必
要
で
す
。

日
時　

９
月
22
日
㈰
、８
時
30
分
〜

12
時

取
扱
税
目　

狭
山
市
分
の
市
民
税
・

県
民
税
、固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

軽
自
動
車
税
、国
民
健
康
保
険
税
、介

護
保
険
料

問
合
せ　

収
税
課
へ
内
線
１
０
７
５

献
血
に
ご
協
力
を

対
象　

16
歳
〜
69
歳
の
方

内
容　

全
血
献
血（
２
０
０
ml
・
４
０

０
ml
）、骨
髄
バ
ン
ク
ド
ナ
ー
登
録

日
時　

９
月
20
日
㈮
、９
時
30
分
〜

12
時
と
13
時
15
分
〜
16
時

場
所　

市
役
所

持
参
品　

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

問
合
せ　

健
康
づ
く
り
支
援
課
へ
☎

２
９
５
６
‐
８
０
５
０

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証

が
届
き
ま
す

　

現
在
お
使
い
の
保
険
証
の
有
効
期

限
は
、９
月
30
日
㈪
で
す
。新
し
い
保

険
証
を
９
月
下
旬
ま
で
に
送
付
し
ま

す
の
で
、10
月
に
な
っ
て
も
届
か
な

い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。期
限

切
れ
の
保
険
証
は
保
険
年
金
課
か
地

区
セ
ン
タ
ー
に
ご
返
却
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、２
年
度
に
高
齢
受
給
者
証

と
一
体
化
す
る
予
定
の
た
め
、保
険

証
の
有
効
期
限
は
２
年
７
月
31
日
ま

で
と
な
り
ま
す
。

送
付
方
法　

世
帯
主
宛
て
の
簡
易
書

留
郵
便　

※
表
札
が
な
い
と
届
か
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す

問
合
せ　

同
課
へ
内
線
１
０
５
４

10
月
か
ら
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
制
度
が
始
ま
り
ま
す

　

10
月
１
日
か
ら
、公
的
年
金
な
ど

の
収
入
や
所
得
額
が
一
定
基
準
以
下

の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る

た
め
に
、年
金
に
上
乗
せ
し
て
給
付

金
を
支
給
す
る
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

対
象　

①
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し

て
い
る
65
歳
以
上
で
次
の
全
て
に
該

当
す
る
方
▼
前
年
の
年
金
収
入
額
と

そ
の
他
の
所
得
の
合
計
が
87
万
９
千

３
０
０
円
以
下
▼
世
帯
全
員
の
市
民

税
が
非
課
税　

②
障
害
基
礎
年
金
か

遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
、

前
年
の
所
得
額
が
４
６
２
万
１
千
円

＋
扶
養
人
数
×
38
万
円
以
下
の
方

給
付
額（
月
額
）　

老
齢
基
礎
年
金
受

給
者
…
５
千
円
を
基
準
に
保
険
料
納

付
済
期
間
な
ど
に
応
じ
て
算
出
▼
障

害
基
礎
年
金
受
給
者
…
障
害
等
級
１

級
は
６
千
２
５
０
円
、２
級
は
５
千
円

▼
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
…
５
千
円

請
求
手
続
き　

▼
平
成
31
年
４
月
１

日
以
前
か
ら
年
金
を
受
給
し
て
い
る

方
…
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ

る
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求
書

（
は
が
き
）を
日
本
年
金
機
構
宛
に
返

送
▼
平
成
31
年
４
月
２
日
以
降
に
年

金
を
受
給
し
始
め
た
方
…
年
金
の
請

求
手
続
き
と
同
時
に
窓
口
で
行
う

問
合
せ　

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０
‐
05
‐
４
０
９
２
か
保
険

年
金
課
へ
内
線
１
０
５
７

国
民
年
金
の
高
齢
任
意
加
入

制
度

　

60
歳
ま
で
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受

給
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
な
い
方

や
保
険
料
を
納
付
し
た
期
間
が
40
年

に
満
た
な
い
方
は
、60
歳
以
降
も
任

意
加
入
制
度
を
利
用
す
る
と
、受
給

資
格
を
得
る
こ
と
や
受
給
額
を
増
や

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。加
入
は
申
し

出
を
し
た
月
か
ら
で
、遡
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。な
お
、保
険
料
の
納
付

は
原
則
口
座
振
替
で
す
。

対
象　

保
険
料
を
納
付
し
た
期
間
が

40
年
に
満
た
な
い
60
歳
以
上
65
歳
未

満
で
、厚
生
年
金
な
ど
に
加
入
し
て

い
な
い
方（
65
歳
時
点
で
受
給
資
格

期
間
を
満
た
し
て
い
な
い
方
で
、70

歳
ま
で
に
受
給
資
格
を
得
ら
れ
る
見

込
み
の
あ
る
方
は
延
長
し
て
加
入
が

可
能
）　

※
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り

上
げ
受
給
者
は
不
可

問
合
せ　

保
険
年
金
課
内
線
１
０
５

７
か
所
沢
年
金
事
務
所
へ
☎
２
９
９

８
‐
０
１
７
０

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
２
９
５
９
‐
５
８
１
１

◆
女
性
の
た
め
の
骨
折
予
防
教
室　

　
（
２
日
間
コ
ー
ス
）

コース

10
月
28
日
㈪

10
月
29
日
㈫

Ａ
９
時
〜
11
時

９
時
〜　
　

　

11
時
30
分

Ｂ
10
時
〜
12
時

Ｃ
13
時
〜
15
時

13
時
〜　
　

　

15
時
30
分

Ｄ
14
時
〜
16
時

対
象　

昭
和
35
年
４
月
１
日
以
前
に

生
ま
れ
た
方（
昨
年
受
講
し
た
方
を

除
く
）

内
容　

身
体
測
定
、血
圧
測
定
、骨
密

度
測
定
、骨
折
予
防
体
操
、日
常
生
活

や
食
生
活
の
振
り
返
り

定
員　

各
コ
ー
ス
25
名

◆
女
性
の
た
め
の
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診

対
象　

４
月
２
日
〜
２
年
４
月
１
日

の
間
に
20
・
25
・
30
・
35
・
40
・
45
・
50
・

55
歳
に
な
る
方　

※
妊
娠
中
、授
乳

中
、骨
粗
し
ょ
う
症
の
治
療
中
の
方

を
除
く

日
時　

10
月
23
・
24
・
25
日（
水
・
木
・

金
）、９
時
〜
12
時
か
13
時
30
分
〜
15

時
30
分（
１
時
間
程
度
）

定
員　

各
日
１
５
０
名

共
通
事
項
／
申
込
み
９
月
19
日
㈭
か

申
込
み　

10
月
11
日
㈮
必
着
で
、外

封
筒
の
裏
に
郵
便
番
号
、住
所
、氏

名
・
振
り
仮
名
、電
話
番
号
、「
出
店
希

望
」と
明
記
し
、中
に
切
手
を
貼
っ
た

返
信
用
封
筒（
宛
名
を
記
入
）を
入
れ
、

奥
富
環
境
セ
ン
タ
ー
内
リ
サ
イ
ク
ル

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
さ
や
ま
実
行
委
員
会

（
〒
３
５
０‐
１
３
３
３ 

上
奥
富
８

９
７‐
１
）へ
郵
送
か
持
参　

※
一
世

帯
１
通
の
み
。記
入
内
容
に
不
備
が

あ
る
場
合
は
無
効

問
合
せ　

同
セ
ン
タ
ー
へ
☎
２
９
５

３
‐
２
８
３
１

上
下
水
道
料
金
と
水
道
利
用
加
入

金
に
加
算
す
る
消
費
税
率
の
変
更

　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、

上
下
水
道
料
金
と
水
道
利
用
加
入
金

に
加
算
さ
れ
る
消
費
税
分
が
変
更
さ

れ
ま
す
。（
上
下
水
道
料
金
は
11
月
ま

で
の
経
過
措
置
対
象
者
を
除
く
）

問
合
せ　

上
下
水
道
料
金
は
上
下
水

道
お
客
様
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
☎
２

９
９
９
‐
６
０
７
７
か
経
営
課
へ
内

線
２
７
２
３
。水
道
利
用
加
入
金
は

水
道
施
設
課
へ
内
線
２
３
１
８

障
害
者
差
別
解
消
法
と 

県
条
例
に
係
る
説
明
会

対
象　

川
越
市
、狭
山
市
、入
間
市
の

事
業
者

日
時　

10
月
17
日
㈭
、13
時
30
分
〜

16
時

場
所　

ウ
ェ
ス
タ
川
越

定
員　

１
５
０
名

申
込
み　

障
害
者
福
祉
課
へ
内
線
１

５
９
２ 

２
９
５
２
‐
０
６
１
５

（
手
話
通
訳
、要
約
筆
記
の
申
込
み
は

10
月
３
日
ま
で
）

９
月
21
日
〜
30
日
は
秋
の

全
国
交
通
安
全
運
動

　

秋
は
行
楽
シ
ー
ズ
ン
で
、外
出
の

機
会
が
増
え
る
季
節
で
す
。交
通
ル

ー
ル
と
交
通
マ
ナ
ー
を
守
り
、悲
惨

な
交
通
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

▼
車
の
運
転
を
す
る
と
き
は
ス
ピ
ー

ド
の
出
し
過
ぎ
、脇
見
運
転
、飲
酒
運

転
は
や
め
ま
し
ょ
う
▼
自
転
車
に
乗

る
と
き
は
、交
差
点
で
の
信
号
を
必

ず
守
り
、一
時
停
止
を
し
、安
全
確
認

を
し
ま
し
ょ
う
▼
歩
行
者
は
無
理
な

車
道
の
横
断
は
や
め
ま
し
ょ
う

問
合
せ　

交
通
防
犯
課
へ
内
線
３
６

９
２

茶
の
花
号
の
運
賃
が
改
定

さ
れ
ま
す

　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、

市
内
循
環
バ
ス
・
茶
の
花
号
の
運
賃

が
改
定
さ
れ
ま
す
。詳
細
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、特
別
乗
車
証
に
か
か
る
運

賃
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

交
通
防
犯
課
へ
内
線
３
６

９
１

ら
同
セ
ン
タ
ー
専
用
電
話（
土
・
日
曜

日
、祝
・
休
日
を
除
く
９
時
〜
16
時
）

へ
☎
２
９
５
９
‐
１
３
１
１

お
ぼ
え
て
ね　

安
心
シ
ー
ル

　

安
心
シ
ー
ル
と

は
、ひ
と
り
歩
き
で

行
方
不
明
と
な
っ

た
高
齢
者
を
早
期

発
見
す
る
た
め
の

シ
ー
ル
で
す
。こ
の

シ
ー
ル
を
貼
っ
た

高
齢
者
が
困
っ
て

い
た
ら
、最
寄
り
の
交
番
な
ど
へ
連

絡
を
す
る
か
、シ
ー
ル
の
二
次
元
コ

ー
ド
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
読
み
取

り
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
伝
言
板

に
発
見
場
所
や
健
康
状
況
な
ど
の
情

報
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

長
寿
安
心
課
へ
内
線
１
５

７
１

リ
サ
イ
ク
ル
マ
ー
ケ
ッ
ト
・

さ
や
ま
の
出
店
者
を
募
集

対
象　

営
利
目
的
で
は
な
い
市
内
在

住
の
方

区
画　

１
９
０
区
画（
１
区
画
５
ｍ

×
３
ｍ
。多
数
は
抽
選
）

日
時　

11
月
16
日
㈯
、９
時
〜
13
時

（
雨
天
決
行
）

場
所　

上
奥
富
運
動
公
園

費
用　

一
区
画
５
０
０
円（
当
日

徴
収
）

手話…手話通訳あり  要筆…要約筆記あり

要筆手話

■ 職場や生活の中でできるストレスマネジメント～こころの余裕の
つくり方～

　場所 市民交流センター　日時 10月29日㈫、18時45分～20時
　定員 100名　申込み 9月30日㈪から保健センターへ

 自殺を予防するために…
①自分たちでできること
睡眠… ストレスを感じたときは、普段より早め 

に休む、就寝前のインターネットや飲酒
は避ける

食事… 1日3食バランスよく食べ、家族や友人
との語らいで食事を楽しむ

休養… 気分転換の時間をもつ、深呼吸で緊張を
ほぐす、適度の運動で疲れにくい心身を
つくる

②まわりの方にできること
気づく… 悩みを抱え過剰なストレスがかかる

と「元気がない」「周囲との交流を避け
る」「遅刻や早退が増える」など、体調
や行動に変化が表れます。そのサイン
を見逃さず、「どうしたの？」「眠れて
いる？」などと声を掛けましょう

見守る… 声を掛けた相手に「あなたは一人では
ない」と伝え、丁寧に話を聴きましょ
う。相手の気持ちに寄り添うことが大
切です

つなぐ… 右の表にある専門家の相談窓口に連
絡するよう促してください

相談窓口 相談日時
保健センター ☎2959-5811

月～金曜日
8時30分～17時15分（精
神保健福祉センターは
9時～17時）祝・休日、年
末年始を除く

狭山保健所 ☎2954-6212
精神保健福祉センター
（予約制・来所相談のみ) ☎048-723-6811

埼玉県こころの電話
(精神保健福祉センター内) ☎048-723-1447

社会福祉法人埼玉いのちの電話 ☎048-645-4343 24時間受け付け
NPO法人さいたまチャイルドライン
(18歳以下) 10120-99-7777 16時～21時携帯電話可

 こころの悩み相談窓口

 自殺対策講演会
■あなたが大切な人にできること～うつ蔓延社会をうつ円満社会へ
　場所 市民交流センター　日時 9月25日㈬、10時～11時30分
　定員 100名　申込み 9月17日㈫から保健センターへ

■ひきこもりの問題を抱える家族のつどい
　場所 保健センター　日時 10月4日㈮、15時30分～16時30分
　定員 15名　申込み 9月25日㈫から保健センターへ

気づいてください！体と心の限界サイン
自殺のない地域社会をめざして
　自殺は、その原因や動機にさまざまな要因があります。自殺の多くが追い込まれた結
果の死であり、その多くは防ぐことができる社会的な問題と考えられています。
　「自殺は誰にでも起こりうる身近な問題」として捉え、大切な命を救うために、私たち
ができることを一緒に考えてみましょう。 問合せ 保健センターへ☎2959‐5811


